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推薦のことば

令和 ４年 ４月に施行された少年法等の一部を改正する法律は、公職選挙法の選挙
権年齢や民法の成年年齢が18歳に引き下げられたことなど近年の社会情勢の変化を
踏まえ、18歳及び19歳の者について、引き続き少年法の適用対象としつつ、「特定
少年」として各種の特例等を定め、更生保護法や少年院法等の関係法律においても
所要の措置を講ずることとした。これにより、少年が犯した刑事事件については、
当該少年の年齢が1４歳未満の触法少年であるか、1４歳から17歳であるか、18歳又は
19歳の特定少年であるかに応じ、少年法等関連法令の下で異なる取扱いがなされる
こととなり、それを受けて、少年事件の捜査及び少年審判の実務にも大きな変化が
生じることとなった。
改正法の施行から 1年余りが経過し、改正法の下での実務の運用は徐々に落ち着
きを見せているが、前記のとおり改正法の下で少年の年齢に応じて異なる手続や措
置が定められていることに照らし、適正に捜査処理を遂行するためには、改正法の
正確な理解が不可欠となる。
また、少年事件の事件数は、刑事事件の全体数と軌を一にして減少傾向にあるが、
近時当庁に送致された少年事件を見ると、なお、少年がいわゆる「闇バイト」に応
募し又は地元の人間関係を背景とするなどして、強盗や特殊詐欺など社会の耳目を
集める事件に関わる例が後を絶たない。少年事件においても、適正な捜査に基づい
て事案の真相を解明し、それを踏まえた適切な保護処分又は刑事処分がなされるべ
きことは成人の場合と異なるところがなく、それに加え、少年非行の背景にある家
庭・生育環境など、少年の要保護性に係る証拠収集も求められる。
今回、立花書房編集部の馬場野武部長から本書の推薦のことばの執筆を依頼さ
れ、本書に目を通したが、本書は、少年法等の改正内容のうち警察業務に関連が深
い部分について解説を加えた上、少年事件について、場面に応じ、留意すべき具体
的な措置要領を的確に述べ、さらに、少年事件に多く見られる具体的な犯罪類型や
少年の属性に応じ、捜査一件記録の記載要領を詳述するなど、優れて実践的で、実
務上の有用性が高いものとなっており、その名のとおり、少年事件を取り扱う捜査
等の現場で「すぐに役立つ」ものであると確信している。
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少年事件の捜査等に携わられている警察官諸氏はもとより、少年事件に関わる関
係者において、本書が必携の書として日頃の執務の参考になることを願うものであ
る。

令和 ５年 ６月

東京地方検察庁刑事部副部長
早渕　宏毅
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は し が き

少年法は、その目的を「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年
に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事
事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」（第 1条）と規定している。

そういった意味で、犯罪行為者の処罰を主な目的として被疑者を特定し、国家の
刑事訴追機関としての検察官に送致（送付）するという警察活動の中において、少
年警察は、唯一、行為者の再犯防止と立ち直りのために捜査（調査）を行う役割を
担っているといえる。したがって、このたびの少年法（特に、特定少年の取扱い）改
正に当たって、国会等においてどのような議論がなされたのかということを知った
うえで、法律を適用する必要がある。

本書において、少年法はもとより、同時に改正された更生保護法や少年院法まで
を詳細に解説している理由もそこにある。読者にあっては、面倒くさがらず、条文
改正の理由、新設の趣旨に目を通し、趣旨を理解したうえで、少年法を適切に運用
していただきたい。

一方、そうはいっても、捜査（調査）や保護処分は、少年に不利益を与えるもの
であることから、適正手続が要請されることは言うまでもない。
本書は、そういった意味において、少年を対象とした捜査（調査）活動を行うに
際して、実務上の基本的な注意事項や、書類作成上の留意事項について、詳細に解
説するとともに、具体的な事例に基づきながら、非行少年の強制捜査から触法調査、
ぐ犯調査、不良行為少年発見時の措置まで、警察官が作成すべき各種の書類の作成
要領について示している。

読者の皆様が、本書を参考にますます活躍されることを祈念してやまない。

令和 ５年 ６月

編　著　者
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目　　　次　xv
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xviii　
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第１編　少年法及び関連法の改正

すぐに役立つ 生活安全・地域警察官
一件書類記載例集〔少年事件編〕

～改正少年法の解説と一件書類記載要領～
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2　第１章　少年法改正の経緯

１　は�じ�め�に

平成2６年 ６ 月、「日本国憲法の改正手続に関する法律」（平成
2６年法律第7５号）の改正を契機に、平成27年 ６ 月17日、選挙権
年齢を18歳以上に引き下げることなどを内容とする「公職選挙
法の一部を改正する法律」（平成27年法律第４3号）が成立し、昭
和20年以来70年ぶりに選挙権を有する者の年齢が20歳以上から
18歳以上に引き下げられた。
同法の附則第11条で、「国は、国民投票の投票権を有する者
の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたこと
を踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上20
年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民
法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法
制上の措置を講ずるものとする」とされた。
こうしたことを踏まえ、平成30年 ６ 月、民法の成年年齢を20
歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正
する法律が公布され、令和 ４年 ４月 1日から施行された。
また、令和 3年 ５月、18歳及び19歳の者を特定少年とする等
を内容とする少年法の一部を改正する法律が成立し、令和 ４年
４月 1日から施行された。

第１章　少年法改正の経緯

すぐに役立つ生安・地域警察官一件書類記載例集〔少年事件編〕.indb   2 2023/07/20   8:32:13



２　少年法の構成　3

⬅ また、これらの者は、
民法一部改正法によ
り、成年として、経
済取引の自由を認め
られるとともに、親
権者の監護権から外
れ、自律的な法的主
体となった。

１　少年法の適用対象年齢

本改正では、18歳及び19歳の者について、責任ある主体とし
て積極的な社会参加を期待される立場となる一方で、成長途上
にあり、可塑性を有することを踏まえ、その改善更生を図るた
め、家庭裁判所に全件を送致し、原則として保護処分を行うと
いう、少年法（以下、本章及び次章において少年法の条文を引用
する場合は、法律名を省略する。）の基本的枠組みを維持するこ
とから、「20歳未満の者」とする少年の定義（第 2条第 1項）は
変更されず、これらの者は「特定少年」として引き続き少年法
の適用対象とされた。

２　少年法の構成

18歳及び19歳の者は、憲法改正についての国民投票権を与え
られた上、公職選挙法等一部改正法により選挙権を与えられ、
国政に参画する権利を得るとともに、国会議員の選挙という公
務に参画する責務を負うこととなった。
そこで、本改正により、少年法においても、これらの者につ
いてその立場に応じた取扱いをするための特例が設けられた
が、これらの特例には様々なものがあり、新たに章を設けてま
とめて規定することが、その取扱いの全体的な把握に資するた
めにも適当であると解されたことから、「第 ５章」として、「特
定少年の特例」と題する特例が新設された。
したがって、特定少年に対しても、第５章に特例が設けられてい
ない限りは、第1章から第４章までの規定がそのまま適用される。

第２章　改正少年法の内容
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4　第３章　改正の要点 （警察業務に関係が深い部分）

⬅	定義。１　第　２　条

（定義）
第 ２ 条　この法律において「少年」とは、２0歳に満たない

者をいう。
２ 　この法律において「保護者」とは、少年に対して法律

上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をい
う。
下線部分が改正部分である。

（ １）　改正の内容及び趣旨等
改正前の本条第 1項は、「この法律で『少年』とは、20歳に満

たない者をいい、『成人』とは、満20歳以上の者をいう。」と規
定していたが、このうち「成人」の定義に係る部分が削除された。
平成20年法律第71号による改正前の少年法には、第 3章とし
て「成人の刑事事件」の章が設けられ、少年の福祉を害する罪
を犯した成人の刑事事件に関する規定が置かれていた。
同改正により、「成人の刑事事件」の章は削除された一方で、

「成人」の定義規定は存置されたが、少年法上、「成人」の文言
は、収容の分離について規定する第４9条第 3項においてのみ用
いられる状態になっていたところ、民法一部改正法により成年
年齢が引き下げられ、民法上の「成年」と少年法上の「成人」
とは年齢が一致しないこととなり、両者の異同について国民の
理解に混乱が生じることが懸念されたことから、本改正によ
り、「成人」の定義が削除された。

一口
メモ

第３章　�改正の要点�
（警察業務に関係が深い部分）
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第２編　少年事件等の具体的措置要領
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78　第１章　少年事件の送致

１　は�じ�め�に

20歳以上の者の刑事事件は、その多くが微罪処分や検察官に
よる起訴猶予によって終結し、裁判所に公訴を提起される事件
は数的には少ない。
一方、20歳に満たない者の事件は、いかに軽微な事件であっ
ても、また、どのような機関が発見したかを問わず、特定少年
の特例を除き、すべての事件を家庭裁判所に送致、通告するこ
ととされている。
つまり、司法警察員及び検察官は、20歳に満たない者の被疑
事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料する
ときは、特定少年の特例を除き、そのすべてを司法警察員は検
察官又は家庭裁判所に、検察官は家庭裁判所にそれぞれ送致し
なければならない。
また、18歳に満たない者については、犯罪の嫌疑がない場合
でも審判に付すべき事由があると思料するときは、家庭裁判所
に送致することが義務づけられている。
これが、「少年事件の全件送致主義」と呼ばれるものである。

⬅ 少年法第41条、第42
条。

⬅ なお、少年事件につ
いては、「簡易送致」
が認められている
が、これは、全件送致
主義の原則の範囲内
で簡易な方式を認め
たに過ぎない実務上
の措置であって、微
罪処分のように警察
限りで事件を終結さ
せるものではない。

第１章　少年事件の送致
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１　禁錮以上の刑に当たる事件　79

⬅ 少年法第40条、刑訴
法第246条、犯捜規
第210条第 1項。

注意すべきは、少年法の適用年齢及び全件送致は依然として
維持されているということである。
少年法第４1条は、「司法警察員は、少年の被疑事件について
捜査を遂げた結果、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると
思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならな
い。」と、同法第４0条は、「少年の刑事事件については、この法
律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
そして、同法第６7条第 1項の規定により、同法第４1条の規定
は、特定少年に係る事件については適用されないこととされ、
司法警察員は、特定少年にかかる事件は、捜査を遂げた結果、
罰金以下の刑に係る事件であっても刑訴法第2４６条に従って検
察官に送致しなければならないこととされた。
つまり、送致先が家庭裁判所から検察官に変わっただけで、
全件送致は維持されている。
以下、18歳に満たない少年の事件の送致（付）について述べ
るが、特定少年の特例と混同しないように注意されたい。

１　禁錮以上の刑に当たる事件

法定刑が禁錮以上の刑に当たる少年事件は、検察官に送致し
なければならない。
すなわち、少年法第４0条が「同法に規定していること以外は
一般の例による」旨の規定していることに従って、禁錮以上の
刑に当たる事件の送致は、刑訴法第2４６条により、検察官に送
致することとなる。

第２章　少年事件の送致（付）の区分

第 1　少年の送致（付）
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80　第２章　少年事件の送致（付）の区分

⬅ 少年法第41条、犯捜
規第210条第 1項。

⬅ 少年法第41条。

2　罰金以下の刑に当たる事件

（ １）�　罰金以下の刑に当たる一般事件　
司法警察員は、少年事件の捜査を遂げた結果、罰金以下の刑
に当たる犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを検察官に
送致せず、家庭裁判所に直接送致しなければならないとされて
いる。
実務上、いわゆる「家裁直送事件」と呼ばれているものだが、
少年法第20条により、18歳に満たない少年は、罰金以下の軽微
な事件は検察官に逆送されることはあり得ず、かかる事件には
公訴官たる検察官が関与しなくても不都合がないことから、で
きるだけ早く家庭裁判所の保護手続に係属させるため、検察官
を経由しないまま、家庭裁判所へ直送することとしたものであ
る。
このため、家庭裁判所へ直送する事件については、原則とし
て、勾留はあり得ないこととなる。
繰り返しになるが、第 1編第 3章12（ 1 ）で説明したとおり、

特定少年の事件は、罰金以下の刑に当たる罪であっても検察官
に送致しなければならない。
家庭裁判所へ事件を直接送致する場合の手続については、少
年法第４0条により、刑訴法第203条第 1項（時間の厳守）中、「検
察官に送致する手続」を「家庭裁判所に送致する手続」と読み
替え、同条第 3項（制限時間を超えた場合の身柄釈放）中、「送
致の手続」は、家庭裁判所に対する送致の手続を意味すること
となる。
したがって、刑訴法第20５条（検察官のいわゆる72時間以内の

勾留請求時間厳守）や同法第20６条（制限時間の不遵守と免責）等
の規定の準用はないので、身柄付きで家庭裁判所に直送する場
合には、逮捕後、４8時間以内に身柄と送致書類が家庭裁判所に
到着していなければならない。
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第３編　少年事件強制捜査一件書類記載要領
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152　想定事例 1 　窃盗（万引き）常人逮捕

想定事例 １　窃盗（万引き）常人逮捕　

　令和○○年 2月 1日午後 ４時30分頃、中学 3年生の山田一郎（1５歳）が、東
京都○○区新宿 2丁目 3番 ４ 号のＡビル 1階××書店で写真集 3冊（定価合計
1５,000円）を万引きし、私服ガードマンに常人逮捕された。
　山田は、非行歴 3件（車上ねらい、オートバイ盗、恐喝）、補導歴 ５件（喫煙 2
件、深夜徘徊 3件）があり、現在保護観察処分中で、万引きの目的は、本を古
書店に転売して小遣い銭を稼ぐためと供述している。
　山田が小学校 1年生のときに両親が離婚し、その後、実母の山田洋子（４５歳）
に引き取られて育てられているが、母親がスーパーの店員として夜遅くまで働
いているため、ほとんど放任状態で監護能力に乏しい。

【作成書類】

　○少年事件送致書（様式第５５号その 1、その 2）
　○犯罪の情状に関する意見の定型様式（少年用）（都道府県で定めた様式）
　○書類目録（様式第５2号）
　○現行犯人逮捕手続書（乙）（様式第18号）
　○弁解録取書（様式第19号別紙）

　○捜査報告書（窃盗被疑事件捜査報告書）
　○供述調書（甲）（様式第 8号）被疑者（身上）
　○供述調書（甲）（様式第 8号）被疑者（被疑事実）
　○取調べ状況報告書（別記様式第1６号）
　○供述調書（乙）（様式第 9号）被害者

　○被害届（別記様式第 1その 1、その 2）（警視庁万引き専用）
　○実況見分調書（甲の 1）（（簡）様式第 ５号その 1、その 2）
　○任意提出書（様式第21号）
　○領置調書（甲）（様式第22号）
　○被害品確認答申書
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 　153

　○還付請書（様式第37号）
　○非行歴照会結果報告書
　○補導歴照会結果報告書
　○電話による本籍照会について（別記様式）
　○身上調査表（省略）

　○処分結果通知書（省略）
　○少年事件処分結果通知書（様式第1６号）（省略）
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154　想定事例 1 　窃盗（万引き）常人逮捕

（その 1）
閲 主 任 検 察 官

様式第５５号（刑訴第203条，第211条，第21６条，第2４2条，第2４６条）

不拘束 通常 緊急 現行 告訴 告発 自首

少 年 事 件 送 致 書
送（ ○○少 ）第 ○○ 号
令和○○  年  ２  月 ３  日

　　  東京地方 検 察 庁
　　  検察官検事正  ○ ○ ○ ○ 殿

警 視 庁　○○警察署   長
　 司法警察員  警視正　　  ○ ○ ○ ○　　 ㊞

下記被疑事件を送  致    する。

検 番 号
被疑者の住居、氏名、年齢等 前科 身上

逮捕の 
日　時

身柄 
連行罪 名 、 罰 条

検 第　　　　　　　 号 住居 東京都○○市町田２丁目３番４号
　　 ○○市営住宅5号棟202号室
氏
ふりがな

名　   山
やま

　田
だ

　一
いち

　郎
ろう

平成○○  年 5  月  5  日生  （ 15  歳）性別 男
外国人登録　　　 年　 月 №

添付

　月

　日

照会

添付

２月
１日
照会

２ 月
１ 日
午 後

 　

４ 時
35分

有

無

窃盗

刑法第  235   条

検 第　　　　　　　 号 住居 　
　　 　
氏
ふりがな

名　   　
　　　　  年 　  月  　  日生  （ 　  歳）性別 　
外国人登録　　　 年　 月 №

添付

　月

　日

照会

添付

　月

　日

照会

　 月
　 日
午 　

 　

　 時
　分

有

無

検 第　　　　　　　 号 住居 　
　　 　
氏
ふりがな

名　   　
　　　　  年 　  月  　  日生  （ 　  歳）性別 　
外国人登録　　　 年　 月 №

添付

　月

　日

照会

添付

　月

　日

照会

　 月
　 日
午 　

 　

　 時
　分

有

無

保  

護  

者

住　　　　　　　　　　　居 職　業 氏　名　・　年　齢 少年との続柄

　　　 少年に同じ 会社員 　山 田 洋 子　  （ 45 歳） 実 母

　　   　　　　  （　　歳）
　　   　　　　  （　　歳）

捜 査 主 任 官 の 職 氏 名 　警部補　吉 田  健 児  警電 ○○○○－○○○○
（注意）  １ 　送致と送付に兼用する。
　　　  ２  　左上欄外及び前科、身上、身柄連行欄の各該当部分に赤○を付け、かつ、前科・身上照会中の場合は、 

月日を記入すること。
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少年事件送致書（様式第55号その１、その２）　155

様式第５５号　  （その２）

１　犯罪発覚の端緒

　　常人逮捕による。

２　余罪の有無

　　あり

３　関連する事件につき、被疑者の氏名、逃走中、取調中、送致未送致の別、送致年月日等

　　なし

　　（検　番　　　　　号）

４　犯罪事実及び犯罪の情状等に関する意見

　１．犯罪事実
　　 　被疑者は、令和○○年２月１日午後４時３０分頃、東京都○○区

新宿２丁目３番４号Aビル１階××書店において、同店店長小島良
子（50歳）管理にかかる写真集３冊（定価合計15,000円）を窃取し
たものである。

　２．犯罪の情状等に関する意見
　　 　被疑者は、勉強嫌いのため、中学入学後、授業についていけず、

学校をさぼってはゲームセンターに入りびたり、過去にゲーム代欲
しさからの車上ねらいや恐喝など非行歴３回を有するほか、深夜俳
諧や喫煙の補導歴が5回あり、現在保護観察処分中である。

　　 　被疑者が小学校１年生のときに両親が離婚し、その後母親に育て
られているが、母親はスーパー店員として夜遅くまで働いており、
監護能力が乏しい。

　　 　性格の矯正と環境の調整のため、第１種少年院（一般短期）処遇
が相当と認められる。

　　注 1  　少年院法の改正により、令和 ４年 ４月から少年院の種類が変更に
なっている（６５頁参照）。

　　注 2　警視庁の場合は、別紙「犯罪の情状に関する意見」のとおり。
　　※ 　警視庁の場合は、「別紙のとおり」と記載し、少年用の「犯罪の情

状等に関する意見」に係る定型様式を添付する。
　　　 　ただし、重大事件や社会的反響の大きい事件、被疑者の身分、犯行

方法が特異な事件等で定型様式によりがたい場合又は追送致（付）書に
おいて情状等意見を「第 1回送致（付）事件に同じ」などとして送致
（付）する場合は定型様式を用いずに従来どおり文章により記載するこ
とも可能である。 

指紋資料
作成番号 年　　号

少年事件送致書（様式第５５号その 1、その 2）
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